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国
会
議
員
か
ら
の
資
料
請
求
に
対
す
る
外
務
省
の
認
識
に
関
す
る
質
問
主
意
書

一

外
務
省
は
国
会
議
員
か
ら
の
資
料
請
求
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
な
基
本
認
識
を
持
ち
、
ど
の
よ
う
に
対
応
し
て
い
る
か
。

二

二
〇
〇
六
年
一
月
一
日
以
降
、
外
務
省
が
国
会
議
員
の
資
料
請
求
を
拒
絶
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
情
報
公
開
請
求
に
応

じ
て
当
該
資
料
を
開
示
し
た
事
例
が
あ
る
か
。

三

二
〇
〇
六
年
四
月
二
十
一
日
付
内
閣
答
弁
書
（
内
閣
衆
質
一
六
四
第
二
二
五
号
）
に
お
い
て
、
「
平
成
十
八
年
三
月
一
日

以
降
、
外
務
省
が
国
会
議
員
か
ら
直
近
の
「
外
務
省
員
手
帳
」
を
資
料
要
求
さ
れ
た
の
に
対
し
、
そ
れ
を
拒
否
し
た
事
実
が

あ
る
か
。
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
資
料
要
求
を
行
っ
た
国
会
議
員
名
と
要
求
日
、
外
務
省
に
よ
る
拒
否
を
当
該
国
会
議
員
に
通

報
し
た
日
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
」
と
の
質
問
に
対
し
、
政
府
は
、

「
鈴
木
宗
男
衆
議
院
議
員
か
ら
本
年
四
月
四
日
付
け
の
文
書
に
よ
り
御
指
摘
の
資
料
要
求
が
あ
り
、
同
月
七
日
付
け
の
文

書
で
回
答
し
た
。
」

と
答
弁
し
、
外
務
省
が
直
近
の
、
す
な
わ
ち
二
〇
〇
三
年
に
作
成
さ
れ
た
「
外
務
省
員
手
帳
」
を
国
会
議
員
に
対
し
て
提
供

す
る
こ
と
を
拒
否
し
た
こ
と
を
是
認
し
た
が
、
こ
の
認
識
に
二
〇
〇
六
年
九
月
二
十
八
日
現
在
ま
で
に
変
更
が
な
い
か
。

四

他
方
、
鈴
木
宗
男
衆
議
院
議
員
が
私
人
の
資
格
で
外
務
省
に
対
し
、
情
報
公
開
法
に
基
づ
き
「
外
務
省
員
手
帳
の
最
新

一



版
」
の
開
示
請
求
を
行
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
二
〇
〇
六
年
七
月
三
十
一
日
付
情
報
公
開
第
〇
二
一
三
三
号
で
麻
生
太
郎
外

務
大
臣
は
、

「
理
由
番
号
�．

�
�

四
十
七
頁
人
間
ド
ッ
グ
契
約
医
療
機
関
一
覧
表
の
う
ち
検
査
料
金
の
部
分
。

理
由
番
号
�．

�
�

五
十
八
頁
三
十
二
行
目
。

理
由
番
号
�．

�
�
�

八
十
二
頁
二
十
九
行
目
途
中
か
ら
三
十
行
目
途
中
。

理
由
番
号
�．

�
�
�

八
十
二
頁
三
十
一
行
目
途
中
か
ら
最
期
ま
で
。

理
由
番
号
�．

�
�
�

百
二
頁
十
七
行
目
。

理
由
番
号
�．

�
�
�

百
十
二
頁
か
ら
百
十
五
頁
ま
で
。

理
由
番
号
�．

�
�
�

百
十
九
頁
九
行
目
。
」

を
除
く
、
百
九
十
九
頁
か
ら
な
る
二
〇
〇
三
年
に
作
成
さ
れ
た
「
外
務
省
員
手
帳
」
の
大
部
分
を
開
示
す
る
旨
鈴
木
宗
男
衆

議
院
議
員
に
文
書
で
通
知
し
た
。
こ
の
事
実
に
鑑
み
、
国
会
議
員
に
よ
る
直
近
の
「
外
務
省
員
手
帳
」
の
資
料
請
求
を
全
面

的
に
拒
絶
し
た
外
務
省
の
対
応
は
不
適
切
で
あ
っ
た
と
思
料
す
る
が
、
内
閣
法
制
局
の
認
識
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

二


